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平成25年6月13日

都道府県医師会

介護保険担当理事　殿

日本医師会常任理事

　高　杉　敬　久

主治医意見書に関する研修資料の周知について

　本年6月7目に厚生労働省において、都道府県および指定都市職員を対象とした要介護認

定に関する研修会が開催されました。

　当該研修会においては、要介護認定の円滑な実施の観点から主治医意見書の早期提出につ

いて、また、高齢者の口腔ケアの重要性の観点から主治医意見書における口腔ケアの評価の

方法についても研修が実施されており、特に口腔ケアに関しては、訪問歯科診療および訪問

歯科衛生指導が必要と考えられる状態の例について写真を交えてその観察点が示されており

ます。

　当該研修資料については、都道府県および指定都市が実施する主治医研修を通じて現場の

医師に対する周知が図られることとなっておりますが、主治医研修に参加することができな

い先生方も想定されることから、今般厚生労働省老健局老人保健課より本会宛てに当該研修

資料の周知依頼があったものであります。

　つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会

および会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

記

（添付資料）

・主治医意見書に関する研修資料の周知について（依頼）

　　（平25．6．11老老発0611第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知）
以上



響

㊧
老老発0611第1号
平成25年6月11、日

公益社：団法人日本医師会

　　　高杉敬久常任理事殿

．厚生労働省老健局縫襯騙

老人保健課 ｫ耀
主治医意見書に関する研修資料の周知について（依頼）

　介護保険行政の推進につきましては、日頃より御協力を賜り厚く御礼を申し

上げます。

　さて、当課では、本年6月7日に、都道府県及び指定都市職員を対象として、

要介護認定に関する研修会を開催し、要介護認定の円滑な実施の観点から主治

医意見書の早期提出について、また、高齢者の口腔ケアの重要性の観点から主

治医意見書における口腔ケアの評価の方法についても研修を実施しました。

　本研修資料については、都道府県及び指定都市が実施する主治医研修を通じ

て、現場の医師に周知していただくよう、都道府県及び指定都市職員に対して

依頼したところですが、主治医研修に参加することができない場合も考えられ

ることから、各都道府県医師会からも現場の医師に対して周知が図られるよう、

各都道府県医師会に対する御周知方よろしくお願いいたします。

厚生労働省老健局老人保健課

課長補佐鶴田

介護認定係長　保積（ほづみ）

鹿L：03・5253・1111

　鶴田（内線：3963）

　保積（内線：3944）



３．主治医意見書について 

平成２５年６月７日 
要介護認定都道府県等職員研修資料（抜粋） 



主治医意見書について 

• 本研修資料の内容については、各都道府県及び指
定都市が実施する主治医研修事業において、現場
の医師に周知していただくようお願いする。 



主治医意見書の早期提出について（１） 

・ 介護保険法上、要介護認定は、申請日から３０日以内に行 

 わなければならない。しかしながら、現状では、申請日から 

 ３６日程度かかっている。 

 

・ こうした背景の１つに、主治医意見書の提出が遅延している 

 ことが指摘されている。 

 

・ また、市町村では、主治医意見書の提出の遅延に伴う督促 

 に負担がかかっている。 

 

⇒ 申請者が可能な限り早くサービス利用を開始することがで 

 きるようにするためにも、主治医意見書の早期提出にご協力    
 いただきたい。 
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 介護保険法上、要介護認定は、申請日から３０日以内に行わなければ
ならないこととなっているが、現状では、中央値３６日かかっている。 

【要介護認定申請から要介護認定にかかる日数】 

出典：平成23年度老人保健健康増進等事業「要介護認定における事務負担の軽減に関する調査研究事業報告書」 

主治医意見書の早期提出について（２） 

集計対象自治体数：658 



 

6.2% 15.2% 32.4% 28.3% 16.1% 1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２割未満 ２割以上４割未満 ４割以上６割未満 ６割以上８割未満 ８割以上10割未満 10割

【期限内に提出される主治医意見書の割合】 

 期限内に提出される主治医意見書の割合は、「4割以上6割未
満」が32.4％と最も高く、次いで「6割以上8割未満」が28.3％、「8割
以上10割未満」が16.1％であった。 

出典：平成23年度老人保健健康増進等事業「要介護認定における事務負担の軽減に関する調査研究事業報告書」 

主治医意見書の早期提出について（３） 

n=1,169自治体 



出典：平成23年度老人保健健康増進等事業「要介護認定における事務負担の軽減に関する調査研究事業報告書」 
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 主治医意見書の平均回収日数について、「14日以上15日未満」
が186件と最も多く、次いで「15日以上16日未満」が136件、「16

日以上17日未満」及び「20日以上21日未満」が109件であった。 

【主治医意見書の平均回収日数】 

主治医意見書の早期提出について（４） 

n=1,151自治体 



【主治医意見書に係るもっとも負担の大きい業務】 

21.1% 52.2% 22.8% 3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主治医意見書の依頼 主治医意見書の回収にあたっての督促
主治医意見書の記載内容についての確認 その他

主治医意見書にかかる業務のうち最も負担の大きい業務としては、
「主治医意見書の回収にあたっての督促」が52.2％と半数以上を占
めており、次いで「主治医意見書の記載内容についての確認」が
22.8％、「主治医意見書の依頼」が21.1％であった。 

主治医意見書の早期提出について（５） 

出典：平成23年度老人保健健康増進等事業「要介護認定における事務負担の軽減に関する調査研究事業報告書」 

n=1,169自治体 



主治医意見書の記入に当たっての口腔内の状態確認について（１） 

 ・ 高齢者の口腔ケアは、QOLの維持向上に当たって非常に重要。 
  
 ・ 主治医意見書では、主治医が、申請者の口腔内の状態をもとに、 
   ① 訪問歯科診療及び訪問歯科衛生指導の必要性について、チェックする      
   ② 口腔清潔に関して、特に留意事項があれば、特記事項に要点を記載する 
  こととなっている。 

Ⅲ 記入マニュアル 
 
４．生活機能とサービスに関する意見 
（５）医学的管理の必要性 
（略）…訪問歯科診療及び訪問歯科衛生指導については、口腔内の状態（例えば、歯の崩壊や喪失状

態、歯の動揺や歯肉からの出血の有無、義歯の不適合等）をもとに、口腔ケアの必要性に応じて該当
する□にレ印をつけてください。…（略） 
 
５．特記すべき事項  
（略）…口腔内の状況から口腔清潔に関して、特に留意事項があれば、要点を記載してください。 

また、専門医に意見を求めた場合にはその結果、内容を簡潔に記入してください。情報提供書や身体
障害者申請診断書等の写しを添付していただいても構いません。なお、その場合は情報提供者の了
解をとるようにしてください。…（略） 

主治医意見書記入の手引き（抜粋） 



主治医意見書の記入に当たっての口腔内の状態確認について（２） 

【訪問歯科診療及び訪問歯科衛生指導が必要と考えられる状態の例】 

 

• 歯が欠けたり、被せていた金属などがはずれた状態を放置している 

• 歯が抜けた状態のまま放置している 

• 歯肉から出血している 

• 動いている歯がある 

• 入れ歯がはずれやすい、かむと痛い 

• 口腔内に食物残渣がある 

• 口臭が強い                                

 
 
 
 
  



主治医意見書の記入に当たっての口腔内の状態確認について（３） 

【口腔内の観察点】 ～歯の崩壊、欠損が放置されている例～ 

 
 

 
 
 
  

歯の崩壊の放置 

歯の欠損の放置 



【口腔内の観察点】～口腔衛生状態が不良の一例①～ 

 
 
 

 
 
 
  歯肉の発赤・腫脹 

口腔乾燥・口腔衛生状態不良により、 

唾液の粘性が高くなっている状態 

プラーク（汚れ）・歯石が付着した状態 

主治医意見書の記入に当たっての口腔内の状態確認について（４） 



主治医意見書の記入に当たっての口腔内の状態確認について（５） 

【口腔内の観察点】～口腔衛生状態が不良の一例②～ 

 
 
 

 
 
 
  

食事後も食物残渣が口腔内
に残っている 

義歯に汚れが多量に残って
いる 


